
中小企業人材確保
奨学金返還支援事業補助金企業

登録
は

お早
めに
！！

補助の受け方は次の
２パターンから企業が選択できます！！

or

（年間）

企業の支援開始から

従業員１人あたり

6年間

補助を受けるためには、「企業登録」が必要です。
従業員を雇用する前に企業登録の決定が必要となりますので、早めの登録をお願いいたします。!

従業員１人あたり

愛知県が従業員の奨学金返還を
支援する中小企業を応援！！

60最
大 万円を補助いたします！

10万円（年間）

企業の支援開始から

従業員１人あたり

3年間

20万円



中小企業等が従業員に支給した奨学金返還のための手当又は
代理返還した額の1/2以内を補助金として交付

補助事業の概要

愛知県では、中小企業の人材確保を図ることを目的として
従業員の奨学金返還を支援する中小企業等を対象に補助金を交付する事業を実施しております。

※会社、NPO 法人、社会福祉法人、医療法人、
　学校法人、一般社団法人、組合等以下の要件を満たす法人  ・個人事業主登録企業 ※

登録企業に新たに雇用され、愛知県内事業所に正社員
（試用期間を含む）として勤務する方

支援対象従業員

中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金
愛知県労働局就業促進課　　TEL：052-954-6366　　MAIL:shugyo@pref.aichi.lg.jp

登録企業・支援対象従業員の要件

愛知県内に本社又は主たる事業所を有すること

日本学生支援機構の奨学金の他、地方公共団体・大学・企業等が貸与する奨学金※

※特定の職種に就職した場合や、特定の地域に居住した場合に返還が免除されるものは除く。

常時雇用する従業員数が300人以下であること（資本金の規模は問いません）

雇用保険の適用事業所であること

従業員への奨学金返還支援制度の規程を整備し、奨学金返還のための支援をしていること

申請書類等、具体的な手続きについては、
ウェブサイトにてご確認ください。
https://shogakukin-henkan-shien.pref.aichi.jp/ 検 索あいち奨学金返還支援ネット

対象となる
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愛知県


